
 

               

 

 

和歌山市の全通学路に面したブロック塀の安全確保について 

  

  
平成３０年６月に大阪府北部を震源とする地震により、小学生が通学路を登校中、ブ

ロック塀が倒壊し、尊い命が失われるという痛ましい事故が起きました。 

現行の建築基準を満たしていないブロック塀や老朽化したブロック塀は、災害時に

倒壊の恐れがあり、非常に危険です。 

ブロック塀の安全点検については、市のホームページや市報わかやま１２月号への

掲載および全戸回覧で注意喚起しているところです。 

今回、和歌山市立の幼稚園、小・中学校、義務教育学校の全通学路において現地を確

認しながら、ブロック塀の安全点検や必要な対策を講じていただくよう、所有者等に対

してポスティングを実施します。 

  

１ 目 的  全通学路に面したブロック塀の所有者等への安全点検の周知 

 

２ 概 要  ブロック塀の所有者等に安全意識を高めてもらうよう、教育委員会事

務局及び都市建設局の職員が、１校（園）につき２人１組で、市の窓口

案内、ブロック塀の点検チェック項目、撤去費等の補助及び改修等に関

する専門家相談員名簿を掲載したチラシをポスティングします。 

        

３ 期 間  平成３１年１月１５日（火）午前１０時から２月２８日（木）まで 
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